
 

 

 

 

① 我が国の消防体制の変遷と現況 

 



  

  

市町村長 

消防本部 
（752本部） 

消防署 
（1,703署） 

出張所 
（3,153所） 

消防団 
（2,221団） 

分団 
（22,560分団） 

【非常備消防】 
＜約８６万人＞ 

・ 消防署の事務を分掌する組織として設置 

・ 一般に、消防署の管轄地域のうち、一部の区画の消防事務を処理する 

【常備消防】 
＜約１６万人＞ 

市町村の消防組織 

・ 消防本部の設置、位置及び名称は、条例で定める（法第10条第１項） 

・ 消防本部の組織は、市町村の規則で定める    （法第10条第２項） 

・ 設置、位置及び名称並びに管轄区域は、条例で定める（法第10条第１項） 

・ 組織は、市町村長の承認を得て消防長が定める    （法第10条第２項） 

・ 消防団の設置、名称及び区域は、条例で定める（法第18条第１項） 

・ 消防団の組織は、市町村の規則で定める    （法第18条第２項） 

・ 市町村の規則で定める消防団の組織として設置 

・ 一般に、消防団の管轄地域のうち、一部の区画の消防
事務を処理する 

平成２６年度消防防災・震災対策現況調査（平成２６年４月１日現在）より 

H27.4 .1現在 
750本部 

市町村消防の原則 
 市町村は、当該市町村の区域における消防を十分に果たすべき責任を有する。（法第６条） 

市町村は、その消防事務を処理するため、 
次に掲げる機関の全部又は一部を設けなければならない。 
 一  消防本部  
 二  消防署  
 三  消防団                     （法第９条） 

「法」は消防組織法を指す 
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東京都：○利島村 ○新島村 ○神津島村 ○御蔵島村 ○青ヶ島村 ○小笠原村 
神奈川県：清川村   和歌山県：太地村、北山村  徳島県：勝浦町、上勝町、佐那河内村  
香川県：○直島町  宮崎県：西米良村、諸塚村、椎葉村、美郷町  鹿児島県：○三島村 ○十島村  
沖縄県：○伊江村  ○渡嘉敷村  ○座間味村  ○粟国村  ○渡名喜村  ○南大東村  ○北大東村  ○伊平屋村 ○伊是名村 ○多良間村 ○与那国町 ○竹富町 
※ ○は、島を示す（２１町村） 

770 

○ 非常備町村一覧（計３１町村、平成２７年４月１日現在）
（昭和24,28年は、組合と単独の合計値） 

（各年４月１日現在の数値。 ただし、昭和55,60年の小規模消防本部数については、各年10月1日の数値） 

常備化の推進 広域化の推進

平成の大合併

752 750 



市町村の消防組織の数の変遷
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ピーク比97.6% 

ピーク比99.2% 

ピーク比80.6% 

Ｈ22ピーク 
1,716署 

Ｈ19ピーク 
3,230所 

Ｈ3ピーク 
936本部 

数値は各年4月1日 



数値は各年4月1日（「定員管理調査」より） 
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H26 
総職員 

2,744千人 
消防職員 
159,171人 

(5.8%) 

S40 
総職員 

2,233千人 
消防職員 
48,931人 

(2.2%) 

一 般行政 ( 福 祉関 係を除 く ) 

福 祉 関 係 

警 察 

教 育 

公 営 企 業 等 

消 防 

<昭和40～昭和50年> 
・教育部門：45人学級の実施等
に伴う教職員の増 
・警察・消防：体制強化に伴う増 
・人口増加 等 

<昭和50～昭和58年> 
・教育部門：40人学級の実
施等に伴う教職員の増 
・民生部門：デイサービス事
業の開始（S54）に伴う増等 

消防職員数 
（単位：千人） 

総職員数 
（単位：千人） 

消防職員数

H6 
総職員(最大) 

3,282千人 
消防職員 
145,535人 

(4.4%) 

<平成17年～平成22年> 
集中改革プランによる
取組により▲7.5％削減 

<昭和63年～平成6年> 
・民生部門：ゴールドプランの推進に伴
う老人保健施設の増等 
・病院部門：病床数、患者数の増 
・土木部門：普通建設事業費の増加に
伴う増等 

本表の職員数は、非常勤職員及び臨時的任用職員を含んでいない。

地方公共団体の総職員数の推移（S40～H26） 



平成６年からの部門別職員数の推移（平成６年を１００とした場合の指数）
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■ 警 察
（１１２．０）

＊ 消 防
（１０９．４）

○ 公営企業
（８４．１）

◆ 総職員
（８３．６）

▲ 教 育
（８０．６）

● 一般行政
（７７．４）

○ 部門別に見ると、警察・消防部門で微増する中、一般行政部門及び教育部門等で減少。
  特に一般行政部門においては、対平成６年比で▲２３％と減少している中、防災は約２.７倍、  

児童相談所等は約１.６倍、福祉事務所は約１.５倍に増員。 

数値は各年４月１日（「定員管理調査」より）
平成１３年度に生じている一般行政部門と公営企業等会計部門の変動は、調査区分の変更によるもの。

特別支援学校（１２４．９） 
義 務 教 育 （ ８２．２） 
給食センター（ ３５．６） 

防  災   （２７１．６） 
児童相談所等（１６４．２） 
福祉事務所 （１４９．９） 
総務一般  （ ８２．８） 
企画開発  （ ７４．０） 
清  掃  （ ５５．５） 

 警 察 官   （１１４．８） 
 消防吏員   （１１０．１） 

（平成２６年４月１日現在）

地方公共団体の職員数の推移（H6～H26） 



消防団数・分団数の変遷

数値は各年4月1日 
平成２７年は速報値 
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数値は各年4月1日 
平成２７年は速報値。 
平成２４年は東日本大震災の影響により、平成２４年の宮城県牡鹿郡女川町の数値は、前々年数値（平成２２年４月１日現在）により集計している。 
平成２３年は東日本大震災の影響により、平成２３年の岩手県、宮城県及び福島県のデータについては、前年数値（平成２２年４月１日現在）により集計している。 

消防団員数の変遷 
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12本部 
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管轄人口ベース 職員数ベース

70万人以上 

30万人以上70万人未満 

10万人以上30万人未満 

5万人以上10万人未満 

3万人以上5万人未満 

1万人以上3万人未満 

1万人未満 

1000人以上 
500人以上1000人未満 

300人以上500人未満 

50人以上100人未満 

100以上300人未満 

50人未満 

（管轄人口） （職員数）

人口は、平成２２年国勢調査（平成２２年１０月１日現在）による。職員数は、平成２６年度消防防災・震災対策現況調査（平成２６年４月１日現在）による。

職員数については、平成２６年４月以降に広域化した消防本部を含まない。

消防本部の規模 

約６割

約４割

管轄人口
１０万人未満 職員数

１００人未満



消防車両等の推移（Ｓ４０～Ｈ２６） 
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H11 最大 
7986台 
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7704台 
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H21最大 
73基 

H26最大 
6114台 

S40 469台 

S51 191台 

H22最大 
1247台 

H26 
1246台 

(S50年以前は統計なし) 

車両台数は消防白書より、ヘリコプター基数は航空隊データベースより 

(都道府県の消防防災ヘリコプターを含む) 

H26 
71基 



 「算定数」は、消防力の整備指針（平成１２年１月２０日消防庁告示第１号）に基づき各消防本部が算定した数。 
平成２４年度消防施設整備計画実態調査（H24.4.1現在）より 

車両・職員の整備状況 

施設等 区  分 平成２４年度調査結果 平成２１年度調査結果 

消 防 ポ ン プ 自 動 車 

算定数（Ａ） 21,769  台 22,115  台 

整備数（Ｂ） 21,272  台 21,246  台 

（Ｂ）／（Ａ） 97.7  ％ 96.1  ％ 

は し ご 自 動 車 

算定数（Ａ） 1,345  台 1,386  台 

整備数（Ｂ） 1,179  台 1,200  台 

（Ｂ）／（Ａ） 87.7  ％ 86.6  ％ 

化 学 消 防 車 

算定数（Ａ） 1,229  台 1,271  台 

整備数（Ｂ） 1,048  台 1,113  台 

（Ｂ）／（Ａ） 85.3  ％ 87.6  ％ 

救 急 自 動 車 

算定数（Ａ） 4,989  台 4,905  台 

整備数（Ｂ） 4,925  台 4,858  台 

（Ｂ）／（Ａ） 98.7  ％ 99.0  ％ 

救 助 工 作 車 

算定数（Ａ） 1,494  台 1,419  台 

整備数（Ｂ） 1,326  台 1,271  台 

（Ｂ）／（Ａ） 88.8  ％ 89.6  ％ 

消 防 職 員 

算定数（Ａ） 206,159  人 206,044  人 

現員数（Ｂ） 157,751  人 156,671  人 

（Ｂ）／（Ａ） 76.5  ％ 76.0  ％ 
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消防本部規模別 救急隊員・救助隊員の専任率 

平成２６年度救急・救助現況調査（H26.4.1現在）による 

管轄人口（人） 



部隊等の編成に係る規制等について 

【消防隊】 
○規制なし 
 
○車両の種類及び配置する地域により隊員数の基準が存在（消防力の整備指針） 

・市街地に配置する消防ポンプ自動車、はしご自動車及び化学消防車に搭乗す

る隊員の数は、５人（装備等の条件を満たすことで４人 可） 
・上記以外の消防用自動車等（救急自動車、救急用航空機、救助工作車及び指

揮車を除く。）並びに市街地以外に配置する消防ポンプ自動車、はしご自動車

及び化学消防車に搭乗する隊員の数は、それぞれの機能を十分に発揮できると

認められる数 とする。 
 
【救急隊】 
○隊員数及び隊員に関し、法令上の規制あり 

・救急隊は、救急自動車１台及び救急隊員３人以上 をもって、又は 航空機１機

及び救急隊員２人以上 を持って編成しなければならない。（消防法施行令第４

４条第１項） 
・救急隊員は、救急救命士の免許を受けている者、消防法施行規則第５１条に

定める講習の課程（135 時間）を修了した者又は消防庁長官が消防法施行規則

第５１条に定める講習の課程を修了した者と同等以上の学識経験を有すると

認定した者のいずれかに該当する 消防職員 をもって充てるようにしなければ

ならない。（消防法施行令第４４条第３項） 
 

○そのほか、救急救命士の配置の基準が存在（消防力の整備指針） 
・救急自動車及び救急用航空機に搭乗する救急隊の隊員のうち、１人以上は、

救急救命士 とするものとする。 
 
※救急救命士は、救急救命士養成所において必要な知識及び技能を修得した 

者等（救急救命士法第３４条）のうち、救急救命士国家試験に合格し、厚生

労働大臣の免許を受けたものである。（同法第３条） 
 
  



【救助隊】 
○隊員数及び隊員に関し、法令上の規制あり 
・救助隊・・・・・・・人命の救助に関する 専門的な教育を受けた隊員５人以上

で編成するよう努めるものとする。 
（救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令第２条） 

・特別救助隊・・・・・人命の救助に関する 専門的な教育を受けた隊員５人以上

で編成する。 
（救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令第４条） 

・高度救助隊・・・・・人命の救助に関する 専門的かつ高度な教育を受けた隊員５

人以上 で編成する。 
（救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令第５条） 

・特別高度救助隊・・・人命の救助に関する 専門的かつ高度な教育を受けた隊員５

人以上 で編成する。 
（救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令第６条） 

 
○救助隊員の資格についての基準あり（救助活動に関する基準） 

・消防大学校における救助科（234 時間）を修了した者、消防学校における救助

科（140 時間）を修了した者又は救助活動に関しこれらの者と同等以上の知識

及び技術を有する者として消防長が認定した者のいずれかに該当する消防職

員をもって充てるようにしなければならないとしている。 
 
【指揮隊】 
○法令上の規制なし 
 
○隊員数の基準あり（消防力の整備指針） 

・指揮車に搭乗する隊員の数は、３人以上 （多数の人命危険等が発生するおそ

れが大きい施設が存する消防署に配置する場合は ４人以上）とする。 
 
【予防要員】 
○法令上の規制なし 
 
○要員数の基準あり（消防力の整備指針） 

・消防本部及び署所における予防要員の数は、２人以上 とする。 
   ・火災の予防を担当する係又は係に相当する組織には、予防技術資格者 を １人

以上配置 するものとする。 

［署の数］ 

［10 万人以上 
15 万人ごとに１隊など］ 

［中核市以上 
＋長官指定市］ 

［政令市以上］ 
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救急出動件数 火災発生件数 

Ｓ40 329,898 

Ｓ40 54,157 

Ｈ25 48,095 

Ｓ48 最大 
70,423 

Ｈ25 最大 
 5,912,623 

火災及び救急件数の推移（Ｓ４０～Ｈ２５） 

数値は各年1月1日から12月31日のもの 



消防本部 消防団 
火災 52,277 0.6% 38,064 6.0% 

風水害等災害 15,062 0.2% 6,865 1.1% 
救急 5,910,247 65.5% 673 0.1% 

救助活動 88,571 1.0% 1,601 0.3% 
演習・訓練等 474,509 5.3% 215,157 33.8% 
広報・指導 369,472 4.1% 92,599 14.6% 
警防調査 457,504 5.1% 14,501 2.3% 
火災調査 48,700 0.5% 47 0.0% 
特別警戒 114,544 1.3% 85,656 13.5% 
捜索 3,194 0.0% 2,078 0.3% 

予防査察 790,146 8.8% 2,020 0.3% 
誤報等 35,404 0.4% 4,312 0.7% 
その他 668,068 7.4% 172,625 27.1% 
合計 9,027,698 100% 636,198 100% 

平成２６年度消防防災・震災対策現況調査(H25.1.1～H25.12.31)より 

救助活動：災害現場における救助又は要救助者の生命、身体の危険排除のために出動したもの
風水害等災害：暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火、雪崩、その他異常な自然現象による災害
警防調査：水利、危険区域、対象物調査等
火災調査：火災の原因、損害調査
特別警戒：火災警報発令時、火災シーズン、台風時、花火大会、祭礼、競馬、競輪、運動競技、催物、歳末等においての警戒出動
捜索：山岳遭難、水難、航空機、船舶の捜索
その他：警察との協力、焼跡処理、公共作業、危険排除等

消防機関の出動件数（平成２５年） 



消防本部
グラフ中の数字は出動件数
平成２６年度消防防災・震災対策現況調査(H25.1.1～H25.12.31)より 

その他, 668,068(7.4%) 

その他, 172,625(27.1%) 
予防査察, 790,146(8.8%) 

予防査察, 2,020(0.3%) 

特別警戒, 114,544(1.3%) 

特別警戒, 85,656(13.5%) 

警防調査, 457,504(5.1%) 

警防調査, 14,501(2.3%) 

広報・指導, 369,472(4.1%) 

広報・指導, 92,599(14.6%) 

演習・訓練等, 474,509(5.3%) 

演習・訓練等, 215,157(33.8%) 

救急, 5,910,247(65.5%) 

救急, 673(1.1%) 

火災, 52,277(0.6%) 
火災, 38,064(6.0%) 
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消防機関出動種別構成（平成２５年）グラフ 



管轄人口（人）
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1万未満 

1万以上3万未満 

3万以上5万未満 

5万以上10万未満 

10万以上30万未満 

30万以上70万未満 

70万以上 

平成２６年度消防防災・震災対策現況調査(H25.1.1～H25.12.31)より 

出動件数（件）

消防本部規模別 １消防本部あたり平均出動件数（平成２５年） 



人 件 費 
1兆2,868億円(64.6%) 

(職員給与等) 

物 件 費 
1,908億円(9.6%) 

(旅費､需用費､備品購入費等) 

そ の 他 
860億円(4.2%) 

(庁舎・車両等の維持管理等) 

普通建設事業費 
4,295億円(21.6%) 

補助事業費 1,078億円( 5.4%) 
単独事業費 3,217億円(16.1%) 

(庁舎建設、車両購入費等) 

一般財源等 
1兆6,076億円(80.7%) 

特定財源 
3,855億円(19.3%) 

地 方 税

地 方 債 
2,527億円(12.7%) 

地方交付税

地方譲与税

国庫支出金 
489億円(2.5%) 

そ の 他

使用料・手数料等その他 
838億円(4.2%) 

歳  入 歳  出 
約3分の2
が人件費 

１兆9,931億円 
(平成25年度決算額) 約８割が 

一般財源 

消防費の歳出とその財源

「地方財政の状況」 （平成２７年３月）による
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